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一
～
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（
略
） 

 

五 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十

七
条
の
二
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
を
介
し
て
提
供
す
る
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
に
よ
る
送
受
信
の
品
質
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
Ｔ
Ｔ
Ｃ
標
準
Ｊ
Ｊ
二
○
一
・
○
一
以
上
の
測
定
方
法
に
基
づ
き
測
定
を

行
う
も
の
と
す
る
。 
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・
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（
略
） 
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～
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（
略
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五
・
六 

（
略
） 

 


